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三宅町消防団条例の一部を改正する条例

三宅町消防団条例（平成２５年３月三宅町条例第９号）の一部を次のように改

正する。

第５条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

第６条第２項第５号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和４年法律第６７号)の施行

の日から施行する。



三 宅 町 消 防 団 条 例 ( 平 成 2 5 年 条 例 第 9 号 ) 新 旧 対 照 表

改 正 後 （ 案 ） 現 行

（ 欠 格 事 項 ） （ 欠 格 事 項 ）

第 5 条 （ 略 ） 第 5 条 （ 略 ）

( 1 ) 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら

れ 、 そ の 執 行 が 終 わ る ま で の 者

又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が 無

く な る ま で の 者

( 2 ) ( 略 )

( 1 ) 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、

そ の 執 行 が 終 わ る ま で の 者 又 は

そ の 執 行 を 受 け る こ と が 無 く な

る ま で の 者

( 2 ) ( 略 )

( 分 限 ) ( 分 限 )

第 6 条 ( 略 )

2 団 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る に 至 つ た と き は 、 そ

の 身 分 を 失 う 。

( 1 ) ～ ( 4 ) ( 略 )

( 5 ) 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら

れ 、 そ の 執 行 を 受 け た と き 。

第 6 条 ( 略 )

2 2 団 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る に 至 つ た と き は 、 そ

の 身 分 を 失 う 。

( 1 ) ～ ( 4 ) ( 略 )

( 5 ) 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、

そ の 執 行 を 受 け た と き 。


